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賃貸住宅の建物及び付帯設備の安全について 

消費者庁には、賃貸住宅の建物及び付帯設備について、生命身体に危害を及ぼす不具合に関する情

報が多数寄せられており、このうち約２割は、修繕を求めたが貸主が対応してくれないというもので

した。 

 国土交通省の「賃貸住宅標準契約書（改訂版）」では、契約期間中の修繕について「貸主は、借り

主が物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。」とされています。 

 宅建業と併せて賃貸業を営む方は、消費者が賃貸住宅の建物や設備を安全に利用できるよう下記の

対応をお願いします。また、賃貸管理業を営む方は、賃貸人に対して、下記の対応を行うように促し

てください。 
 
（1）賃借人からの不具合の連絡に対し誠実に対応し、賃貸借契約の内容に照らして、特に安全性に 

関する不具合の申し出については、早急に点検し、必要な修繕を行う。 

（2）法令等に基づく建物及び対象設備の点検の対応はもとより、建物や付帯設備において、必要に 

応じた点検を実施する。 

（3）必要に応じて賃貸住宅の付帯設備の内容、使用期間及び状態等について、賃借人への情報提供 

に努める。 

 

消費者庁消費者安全課 

平成２9年版 不動産手帳 有料分の注文を承ります 

主たる事務所には１冊を無料配布（月刊不動産１１月号に同封）します。 

ご注文いただいた有料分は、カレンダーと一緒に県本部より送付します。 

販売価格  １冊 ４３０円（税込）         申込締切  平成 28年 8月 19 日（金） 

 
申込書 Fax 059-351-1833  

 

商 号：                          申込数：        冊 

不動産業関連制度の改正等に伴う説明会開催のご案内 

国土交通省による宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者向けの説明会が開催されます。 
 

□日時  平成２８年８月２２日（月）            

１３：３０～１５：３０ 
 

□場所  名古屋合同庁舎第２号館 ３階共用大会議室 

  （名古屋市中区三の丸２－５－１ 三の丸庁舎） 

□定員  １５０名 

□申込  ８月５日（金）までにＦＡＸによる事前の 

申し込みが必要ですので、参加ご希望の方は 

事務局までお申し出ください。 

≪ 事務局夏季休業のお知らせ ≫ 
 

８月１１日(木)～８月１６日(火) ※土・日・祝定休 

ご迷惑をおかけしますがよろしくお願い申しあげます｡ 

 

◎説明会概要 

1．宅地建物取引業法の改正について 
2．賃貸住宅管理業者登録制度の改正に 

   ついて 
3．ＤＩＹ型賃貸借に関する契約書式例 

及びガイドブックについて 
4．災害リスク情報の周知について 
5．その他 
6．質疑応答 


